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示
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三
百
六
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号
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成
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三
月
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一
日
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の
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の
上
欄
に
掲
げ
る
公
印
を
廃
止
し
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成
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十
年
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一
日
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欄
に
掲
げ
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印
を
調
製
し
た
の
で
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森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青

森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事
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申

吾
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森
県
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示
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百
六
十
五
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
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害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日
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公
印
の
名
称
及
び
印
影

公
印
の
名
称
及
び
印
影
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北
地
域
県
民
局
長
印

(

地
域
農
林
水
産
部
五

所
川
原
合
同
庁
舎
専
用)

西
北
地
域
県
民
局
長
印

(

地
域
農
林
水
産
部
鰺

ケ
沢
庁
舎
専
用)
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青
森
県
知
事
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村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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サ
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活
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稲
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平
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市
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内
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大

字
唐
笠
柳
字
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巻
四

〃

指
定
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害
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祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
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名

称
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在
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指

定
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月
日
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会
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祉
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会
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津
軽
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田
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字

浜
田
三
九
七

居
宅
介
護

よ
も
ぎ
ケ
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セ
ン
タ
ー
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津
軽
郡
�
田

村
大
字
郷
沢
字

浜
田
三
九
七

平
成
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･

�･
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社
会
福
祉
法

人
蓬
生
会

東
津
軽
郡
�
田

村
大
字
郷
沢
字

浜
田
三
九
七

重
度
訪
問
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護

よ
も
ぎ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー

東
津
軽
郡
�
田

村
大
字
郷
沢
字

浜
田
三
九
七
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社
会
福
祉
法

人
義
栄
会

青
森
市
大
字
駒

込
字
月
見
野
九
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の
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護

夢
香
房
す
て

っ
ぷ

青
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中
佃
一

丁
目
三
の
三
〇

〃

社
会
福
祉
法

人
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栄
会

青
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市
大
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駒
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字
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九
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八
の
三
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労
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続
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型
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香
房
す
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中
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の
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事
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三
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害
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会

五
所
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原
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水
野
尾
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樋
二
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の
三

居
宅
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護

訪
問
介
護
事

業
所
和
み

つ
が
る
市
木
造

藤
田
四
四
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大

字
水
野
尾
字
懸

樋
二
二
二
の
三

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
事

業
所
和
み

つ
が
る
市
木
造

藤
田
四
四
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
拓
心
会

五
所
川
原
市
大

字
水
野
尾
字
懸

樋
二
二
二
の
三

行
動
援
護

訪
問
介
護
事

業
所
和
み

つ
が
る
市
木
造

藤
田
四
四
の
五

〃

有
限
会
社
ハ

ー
ベ
ス
ト

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
一

の
七

居
宅
介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

み
の
り

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
一

の
七

〃

有
限
会
社
ハ

ー
ベ
ス
ト

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
一

の
七

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

み
の
り

弘
前
市
大
字
小

比
内
一
丁
目
一

の
七

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
あ

い
ゆ
う

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
館
野
越

字
早
稲
田
五
四

の
二

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型

就
労
継
続
支

援
セ
ン
タ
ー

あ
い
ゆ
う
工

房

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
館
野
越

字
早
稲
田
五
四

の
二

〃

合
資
会
社
彩

り
工
房

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
高
舘
六

六
の
五
六

生
活
介
護

い
ろ
ど
り

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
高
舘
六

六
の
五
六

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
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成
謝
恩
会

三
戸
郡
五
戸
町

字
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根
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の
一
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続
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型
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郡
お
い
ら

せ
町
向
山
二
の

一
六
八
四

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
者
支
援
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�����	
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特
定
非
営
利

活
動
法
人
地

域
生
活
自
立

支
援
セ
ン
タ

ー
メ
ン
タ
ル

・
ケ
ア
・
サ

ポ
ー
ト

八
戸
市
大
字
田

面
木
字
赤
坂
二

六
の
七

就
労
移
行

支
援

う
み
ね
こ
幸

房

八
戸
市
大
字
田

面
木
字
赤
坂
一

六
の
三

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
障

害
者
地
域
生

活
支
援
セ
ン

タ
ー
ぴ
あ

八
戸
市
東
白
山

台
三
丁
目
二
一

の
二
五

就
労
移
行

支
援

パ
ン
工
房
あ

り
す

三
沢
市
南
町
三

丁
目
三
一
の
三

三
二
二

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

弘
前
市
大
字

高
杉
字
尾
上

山
三
五
〇

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
七
峰

会

弘
前
市
大
字

下
白
銀
町
二

一
の
八

居
宅
介
護

サ
ン
ア
ッ

プ
ル
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字

高
杉
字
山
下

二
九
八
の
一

平
成

��･

�･

��

変
更
前

弘
前
市
大
字

高
杉
字
尾
上

山
三
五
〇

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
七
峰

会

弘
前
市
大
字

下
白
銀
町
二

一
の
八

重
度
訪
問

介
護

サ
ン
ア
ッ

プ
ル
ヘ
ル

パ
ー
セ
ン

タ
ー

弘
前
市
大
字

高
杉
字
山
下

二
九
八
の
一

〃

変
更
前

社
会
福
祉

法
人
松
緑

福
祉
会
指

定
相
談
支

援
事
業
所

か
け
は
し

寮

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
松
緑

福
祉
会

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
出

戸
字
棚
沢
一

三
〇
の
二
三

相
談
支
援

指
定
相
談

支
援
事
業

所
か
け
は

し

上
北
郡
六
ケ

所
村
大
字
出

戸
字
棚
沢
一

三
〇
の
二
三

��･

�･

�

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

南
黒
地
方
知
的
障
害
児
入
所

施
設
も
み
じ
学
園

黒
石
市
大
字
南
中
野
字
上
平
五
の
三

平
成
��･

�･

�

� �
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青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
修
正
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
二
十
年
四
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
ま
で

三

作
業
地
域

県
内
全
域

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

国
土
地
理
院
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

作
業
種
類

基
本
測
量

(

二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
修
正
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
九
年
四
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

三

作
業
地
域

県
内
全
域

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
年
政
令
第

十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

青 森 県 報平成20年４月21日 月曜日 第2923号 �

指
定
相
談
支
援
事
業
者

相
談
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
新
生
会

上
北
郡
東
北
町
大
字
大

浦
字
境
ノ
沢
六
の
一

上
北
療
護
園

障
害
者
相
談

支
援
セ
ン
タ

ー

上
北
郡
東
北
町
大
字
大

浦
字
境
ノ
沢
二
の
一

平
成

��

･

�･

�

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
五
の
一

竹

内

英

輝

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
一
六

船

越

誠

佐
井
村
第
一
区
域

佐
井
村
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う

ち
、
大
字
長
後
字

牛
滝
、
字
牛
滝
川

目
、
字
牛
滝
屋
敷

裏
及
び
字
細
間
の

区
域

小
型
定
置
漁
業
及
び

小
型
定
置
漁
業
と
底

建
網
漁
業
を
併
せ
営

む
漁
業

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
沼
の
平
四
六

田

中

徳

康

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
福
浦
川
目
九
九

田

中

憲

吉

佐
井
村
第
二
区
域

佐
井
村
漁
業
協
同

組
合
の
地
区
の
う

ち
、
大
字
長
後
字

福
浦
、
字
福
浦
川

目
及
び
字
沼
の
平

の
区
域

小
型
定
置
漁
業
及
び

小
型
定
置
漁
業
と
底

建
網
漁
業
を
併
せ
営

む
漁
業

青
森
県
む
つ
市
脇
野
沢
九
艘
泊
七
四

櫛

引

理
三
郎

青
森
県
む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
二
二
の
三

杉

本

光

弘

脇
野
沢
村
区
域

脇
野
沢
村
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

底
建
網
漁
業
及
び
小

型
定
置
漁
業
と
底
建

網
漁
業
を
併
せ
営
む

漁
業

� �
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
一
箇
月
間
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川

沖
舘
川
水
系
沖
舘
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
○
七
番
二
七
地
内

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

宅
地

五
○
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
四
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号)

第
九
条
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

黒
石
市
大
字
中
町
五

南
黒
食
品
衛
生
協
会

二

変
更
内
容

１

変
更
前
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

黒
石
市
大
字
前
町
四
〇
の
五

２

変
更
後
の
住
所
及
び
売
り
さ
ば
き
場
所

黒
石
市
大
字
中
町
五

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収

入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

三
沢
市
大
町
二
丁
目
二
の
八

淨
法
寺

啓
子公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
久
慈
ブ
ル

二

代
表
者
の
氏
名

久
慈

正
明

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
瀬
辺
地
字
山
田
三
五
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
六)

第
六
〇
二
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
管
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
塗
装
、
造
園
、
水
道
施

設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報�����	
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
工
藤
建
築

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

信
男

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
羽
白
字
富
田
一
六
八
の
二
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
五)

第
一
六
五
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
北
沖
通
信
機
設
備
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

平
井

和
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
大
矢
沢
字
里
見
一
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
七
九
二
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
、
電
気
通
信
、
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

須
藤
建
築

二

氏
名

須
藤

光
生

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
山
口
字
山
口
六
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
三
四
六
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
十
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
九
年
十
二
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
立
図
書
館
長

水

木

洋

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織
等
の
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
図
書
館

青
森
市
大
字
荒
川
字
藤
戸
一
一
九
の
七

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東
京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五
の
一
二

六

契
約
金
額

六
千
二
百
八
十
七
万
二
千
八
百
十
二
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
四
号
改
築
工
事

(

七
戸
バ
イ
パ
ス
・
青
森
県
十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
北
野
地
内
か

ら
同
県
上
北
郡
七
戸
町
字
荒
熊
内
地
内
ま
で)

及
び
こ
れ
に
伴
う
県
道
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
一
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
二
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
十
日

別
表
１

別
表
２

青 森 県 報�����	
��� 
� 第2923号�

地
目

地
積

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況

公
簿
(㎡
)
実
測
(㎡
)

収
用
し
よ
う
と

し
､
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
(㎡
)

青
森
県
上
北
郡

七
戸
町
字
影
津

内
80番
１

田
田

(休
耕
田
)

1,170
1,177.35

1,034.15

青
森
県
上
北
郡

七
戸
町
字
影
津

内
80番
２

田
田

(休
耕
田
)

618
618.10

610.50

氏
名

住
所

(亡
)�
坂
チ
カ
サ
相
続
人
不
明

た
だ
し
､
判
明
し
て
い
る
法
定
相
続
人

高
橋
治
正

神
奈
川
県
海
老
名
市
東
柏
ケ
谷
二
丁
目
18番
18号

福
村
ハ
イ
ツ
104号

� �



� �

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
二
十
一
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
四
十
五
号
改
築
工
事

(

八
戸
バ
イ
パ
ス
・
青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
大
開
地
内
か
ら

同
市
大
字
新
井
田
字
小
久
保
尻
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
一
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
二
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

別
表
三
の
と
お
り

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

青 森 県 報平成20年４月21日 月曜日 第2923号 �
高
橋
優
子

千
葉
県
柏
市
豊
四
季
台
４
丁
目
１
番
88－
306号

佐
藤
友
子

北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町
歌
登
桧
垣
町
132番

地
11

�
谷
和
文

住
所
不
明
た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
に
記
載
の
住
所

東
京
都
文
京
区
西
片
２
丁
目
23番
12号

袴
田
方
(平
成
９
年
８
月
31日

イ
タ
リ
ア
転
出
)

�
谷
和
美

住
所
不
明
た
だ
し
､
戸
籍
の
附
票
に
記
載
の
住
所

北
海
道
阿
寒
郡
阿
寒
町
字
阿
寒
湖
畔
番
外
地
(平
成
８
年
３
月
６
日
エ
ス

ト
ニ
ア
転
出
)

橋
本
光
彦

埼
玉
県
所
沢
市
東
新
井
町
103番

地
の
２
ツ
イ
ン
コ
ー
ポ
２
―
101

小
田
川
宏
司
北
海
道
札
幌
市
南
区
澄
川
１
条
１
丁
目
１
番
２
―
908号

小
田
川
克
実
北
海
道
山
越
郡
長
万
部
町
字
長
万
部
411番

地
の
134

三
影
ノ
リ
子
青
森
県
弘
前
市
大
字
千
年
四
丁
目
９
番
地
33

岩
本
ま
さ

東
京
都
品
川
区
八
潮
５
丁
目
10番
60―
1012号

小
山
豊
子

神
奈
川
県
藤
沢
市
石
川
６
丁
目
２
番
地
の
５
ラ
ム
ズ
湘
南
台
第
２
103

号
室

田
村
昭
子

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
浜
町
１
丁
目
４
番
７
号
星
野
方

小
山
一
久

神
奈
川
県
横
浜
市
栄
区
公
田
町
873番

地
の
５
公
田
ハ
イ
ツ
４
棟
426号

小
川
哲
雄

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
松
林
１
丁
目
６
番
19号

今
野
朋
恵

東
京
都
墨
田
区
東
向
島
一
丁
目
32番

11―
501号

Ｔ
Ｈ
Ｅ

パ
ー
ム
ス

向
島

小
松
早
苗

神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
松
林
１
丁
目
６
番
19号

木
村

�
美

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
笊
田
69番
地
22

國
吉
久
美

沖
縄
県
う
る
ま
市
み
ど
り
町
四
丁
目
20番

１
―
405号

ロ
イ
ヤ
ル
マ
ン

シ
ョ
ン
具
志
川

木
村
大
樹

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
笊
田
69番
地
22

丸
山
幸
子

愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
大
字
振
草
字
上
粟
代
田
口
貝
津
18番
地

�
坂
利
子

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
太
白
３
丁
目
９
番
７
号

�
坂
賢
一

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
太
白
３
丁
目
９
番
７
号

本
田
俊
二

埼
玉
県
狭
山
市
つ
つ
じ
野
４
番
17―
210号

熊
谷
ツ
ヤ

青
森
県
青
森
市
千
刈
４
丁
目
８
番
19号

佐
々
木
敏
美
青
森
県
三
沢
市
大
字
三
沢
字
下
久
保
41番
地
91号

工
藤
長
一
方

宮
本
ト
モ
子
青
森
県
三
沢
市
松
園
町
２
丁
目
５
番
30号

第
一
松
園
団
地
２
号
棟
58―

２
―
202

関
川
佐
敏

青
森
県
三
沢
市
大
字
三
沢
字
堀
口
94番

地
154号

堀
口
団
地
２
―
２
―

403

沼
辺
ア
ヤ
子
青
森
県
三
沢
市
大
字
三
沢
字
前
平
23番

地
153号

さ
つ
き
ヶ
丘
団
地
市

営
住
宅
63―
２
―
302

福
田
つ
ね
子
青
森
県
八
戸
市
下
長
五
丁
目
２
番
10―
６
号
市
営
住
宅
Ｂ
７
―
６

千
葉
あ
い
子
青
森
県
三
沢
市
堀
口
１
丁
目
２
番
地
26号

コ
ー
ポ
す
ず
ら
ん
２
号

福
田
広
美

岐
阜
県
岐
阜
市
若
宮
町
９
丁
目
4番
地
(大
久
保
ビ
ル
403号

室
)

� �
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平
成
二
十
年
四
月
十
日

別
表
１

別
表
２

青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
塚
17番
396及

び
17番
732

青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
大
開
48番
４

別
表
３

青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
塚
17番
396及

び
17番
732

青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
大
開
48番
４

青 森 県 報�����	
��� 
� 第2923号�

地
目

地
積

土
地
の
所
在

地
番

公
簿

現
況
公
簿
(㎡
)
実
測
(㎡
)

収
用
し
よ
う
と

し
､
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
(㎡
)

青
森
県
八
戸
市

大
字
大
久
保
字

大
塚

17番
396

宅
地

宅
地

318.46
316.96

85.60

青
森
県
八
戸
市

大
字
大
久
保
字

大
塚

17番
732

宅
地

宅
地

544.24
543.72

160.88

青
森
県
八
戸
市

大
字
妙
字
大
開

48番
４

宅
地

宅
地

2,253.93
2,248.34

105.60

氏
名

住
所

武
藤
豊
彦

青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
塚
17番
地
732

氏
名

住
所

(亡
)石
橋
久
藏

法
定
相
続
人
の
全
員

若
し
く
は
一
部
の
者

法
定
相
続
人

石
橋
シ
モ

法
定
相
続
人

石
橋
秀
久

法
定
相
続
人

山
神
あ
や
子

青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
大
開
19番
地
３

東
京
都
町
田
市
中
町
３
丁
目
21番
19号

ス
ガ
ハ
イ
ム
15町
田
402

青
森
県
八
戸
市
江
陽
二
丁
目
17番
39号

三
八
五
女
子
寮

法
定
相
続
人

石
橋
英
理
子

宮
城
県
仙
台
市
太
白
区
向
山
1丁
目
20番
18号

サ
ン
ハ
イ
ツ
向
山
108

氏
名

住
所

権
利
の
種
類

株
式
会
社
東
北
銀
行

岩
手
県
盛
岡
市
内
丸
３
番
１
号

根
抵
当
権

氏
名

住
所

権
利
の
種
類

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
青
森
県
青
森
市
勝
田
一
丁
目
３
番
１
号

根
抵
当
権

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


